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①保管容器…中に②を入れて冷蔵庫に保管
②救急医療情報記録用紙
③ステッカー（シール式およびマグネット式の2種類）
　シール
※救急医療情報キットは、原則として1世帯につき1セッ
トを配付いたします。
※救急医療情報キットの破損、紛失などの理由で必要が
あると認めるときは、再配付します。

　平成24年3月から配付を開始しています。配付を希望
される方は、申込（配付）先で申請してください。（土・日
曜日および祝祭日を除く9時00分から17時30分まで）

無料

申請書は下記申込（配付）先に置いています。

●キットのみの申し込みの方
　羽曳野市役所福祉総務課（市役所・別館1階）　
　☎072-947-3831　 
●あんしんシステムといっしょに申し込みの方
　羽曳野市社会福祉協議会（市役所・別館1階）　
　☎072-958-2315

1．申し込み・救急医療情報キット配付 
　羽曳野市役所福祉総務課または羽曳野市社会福祉協
議会で申し込みを受け付けます。なお、対象者と確認出
来れば、その場で救急キットをお渡しします。
2．救急医療情報キット保管容器の中に入れるもの
　 を用意
　「救急医療情報記録用紙」（かかりつけ医療機関名、緊
急連絡先などを記載してください。）を保管容器の中に
入れます。
3．冷蔵庫に保管し、冷蔵庫の扉および玄関の内側
　にステッカーを貼る
　2.で用意した保管容器を冷蔵庫の扉の内側に保管し
ます。同時に、冷蔵庫の扉にマグネット式のステッカー、
玄関のドアの内側にシール式のステッカーを貼ります。

　羽曳野市内に住所を有し 、下記のいずれかに該当す
る者
①65歳以上のひとり暮らしの高齢者
②75歳以上の者のみの世帯に属する者
③慢性的な疾患などにより、長期にわたり日常生活を営
　むうえで常時注意を要する者
④ひとり暮らしではないものの、家族の高齢者および意
　思疎通の困難な者などが一定の時間帯にひとりにな
　ることから、キット配付を希望する者
⑤前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
※あんしんシステムに登録している方は、救急医療情報
　キットを個別に配付する予定です。

　ひとり暮らし高齢者の方などが自宅で救急車を呼び、医療行為を受ける際、必要となる
「かかりつけ病院」「服薬」「持病」などの医療情報を専用の保管容器に入れ、冷蔵庫に保管
し、万が一の緊急事態に備えるためのものです。
具体的には
1．具合が悪くなり、救急車（119番）を呼ぶ 。 
2．救急隊が自宅へ到着する。 
3．救急隊員が冷蔵庫の扉などに貼られたステッカーを確認する。 
4．冷蔵庫に入っている救急医療情報キットの中身を確認し、情報を入手する。
5．適切な処置をして病院へ搬送する。
となります。
同時に、あんしんシステムへの加入もお勧めします。この場合、消防署にも登録情報をお
知らせし、急病の際に役立てます。

救急医療情報キットとは

※現在、あんしんシステムに登録している方は、
　救急医療情報キットを個別に配付する予定です。
　詳しくは、羽曳野市社会福祉協議会（☎072-958-2315）へ
　お尋ねください。

配付するキット内容

配付時期

費用

申請書

申込（配付）先

救急医療情報キットの申し込み
およびセッティングの手順

配付対象者

平成24年3月から
申込受付開始

救急医療
情報キット

を

配付します

　住民基本台帳カードを利用して、日本全国のコンビニエンスストア（現
在はセブン－イレブンのみ）で住民票（写）などの交付を受けられるサ
ービスです。通勤先などの身近なコンビニエンスストアで、休日または
夜間でも利用できたいへん便利です。

4月1日より住基カードの無料交付申請およびコンビニ交付利用サービス登録申請を開始します。4月1日より住基カードの無料交付申請およびコンビニ交付利用サービス登録申請を開始します。
最新技術を利用して安全に
証明書が取得できます。
　本人認証は、住民基本台帳カード
のＩＣチップと暗証番号で行いま
す。証明書は、Ａ４判の普通紙に印
刷されます。コピーすると「複写」
という文字が浮かび、「複写書類」
であることが明確です。また、証明
書の表面の情報を暗号化して裏面中
央に印刷するスクランブル画像や裏
面左下に印刷する偽造防止検出画像
など、偽造などを防ぐために何重に
も特殊な加工が施されています（下
イメージ参照）。さらに、住民基本
台帳カードをカードリーダから取り
外すまで、次に進まない仕組みとな
っているため、住民基本台帳カード
を取り忘れません。（証明書は画面
表示およびアラームと音声で取り忘
れ防止対策を施しています）

住民基本台帳カードとは？
・�住民基本台帳カードは、銀行のキャッシュカードほどの大きさで、ICチップ
が内蔵されており情報記録と情報処理が行える機能を備えた ICカードです。
・�顔写真付きの住基カードは券面に住所、名前、生年月日、性別、有効期限が記
載され、本人確認書類として活用できます。運転免許証、パスポートなどをお
持ちでない人にとっては、最適な本人確認書類として活用いただけます。
住民基本台帳カードの交付の流れ
・�住民基本台帳カード交付希望者は、市民課または支所で交付申請をしてくださ
い。（本人の申請に限ります。）
・�申請書に記載された住所に照会書兼回答書を市が送付します。
・�住民基本台帳カード交付希望者は受け取った照会書兼回答書および下記にある
本人確認をするための書類を持参していただき、本人確認が完了すれば住民基
本台帳カードを交付します。（本人への交付に限ります。）

　※本人確認は次の①～③の方法で行います。
①�ＩＣ付き運転免許証をお持ちの方は暗証番号を入力していただき、運転免許
証の表面記載事項とＩＣチップの内容を照合したことで本人確認を行います。
②�ＩＣチップの内容を確認できない場合や非ＩＣ運転免許証またはパスポート
等の顔写真付き本人確認書類1点および健康保険証・介護保険証・年金手帳な
どの本人確認書類を1点で本人確認を行います。
③�顔写真付き本人確認書類がない場合は、健康保険証・介護保険証・年金手帳
などの本人確認書類を2点以上持参したもので本人確認を行います。
住民基本台帳カードで（コンビニ交付利用以外）、次の①～④の利用できます。
①住民票（写）が全国どこの市町村の窓口でも取得できます。
②引っ越しに伴う市町村での転出・転入の手続きが簡単になります。
③�証明書自動交付機が利用できます。（別途申込必要）詳しくはお問い合わせく
ださい。
④公的個人認証サービスが利用できます。詳しくはお問い合わせください。

その他
・４月１日から９月30日までは、住民基本台帳カードの交付手数料は無料です。
・�住民基本台帳カードの申請受付を行う休日特別窓口および夜間特別窓口を開設
します。
・�平成 24年４月１日以降に証明書自動交付機の利用を新たに希望される方は、
住民基本台帳カードをお申し込みください。
・�4月からはたくさんの方からの申請が予想されます。よって、本人確認のさら
なる強化のため、住民基本台帳カードの即日交付は行いません。住民基本台帳
カードの申請終了後から交付まで数日程度要します。

コンビニ交付利用時間　6:30～23:00（12月29日～翌年１月３日・保守点検日を除く）
コンビニ交付利用店舗　日本全国のセブン－イレブンの各店舗（端末機が未設置店舗除く）
※�取得できる証明書は住民票（写）、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）
　戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）、戸籍の附票（写）
※既に住民基本台帳カードをお持ちでも、コンビニ交付サービスの利用登録が必要です

4月1日より住基カードの無料交付申請およびコンビニ交付利用サービス登録申請を開始します。4月1日より住基カードの無料交付申請およびコンビニ交付利用サービス登録申請を開始します。

ハビキノシティカードの新規交付終了
　平成24年３月 31日を持って、ハビキ
ノシティカードの新規交付を終了します。
（外国人住民の方には引続き交付します。）
現在お持ちの証明書自動交付機の暗証番
号登録済のハビキノシティカードおよび
印鑑登録証は引続き利用できます。

証明書のイメージ

おもて
うら

※証明書のおもて面、うら面には高度な
偽造・改ざん防止対策が施されています

問合せ：市民課
958-1111（内1611）／947-3721（直通）


